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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 報告第 2号

提  出  課 道路課

歳出科 目 (P152～ P153) 11款 2項 1日 道路橋梁災害復旧費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

道路橋梁災害復旧費 134,934 103,450 238,384

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

一般財源 103,450 委託料

工事請負費

18,000

85,450

【補正理由】

台鳳 19号により被災した市道の迅速な復旧に向け、必要となる経費を増額したもの (10

月 23日 専決補正)

【令和元年度 目標の変更】

・市道牧飯山線の災害復旧工事は、7月 末までに完了する。

・市道芋ノ坪切光線の災害復旧工事は、8月 末までに完了する。

・市道東頸城幹線及び市道道田線の復旧工事を早期に発注し、生活道路の一 日も早い復

旧を図る。

・被災した市道の復旧工事を早期に発注し、一 日も早い復旧を図る。

【補正内容】

区 分 補正前 補正額 補正後

委託料 439 18,000 18,439

0 18, 000 18,000

工事請負費 134,083 85,450 219,533

134,083 85,450 219,533
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歳出科 日 (P152～ P153) 11款 2項 1日 道路橋梁災害復旧費

【工事概要等】

災害の状況

地  区 路線数 箇所数 被災状況 内 容

合併前上越市 11 14 路肩崩落等 災害復旧工事

安塚区 7 7 法面崩落 災害復旧工事

浦サII原 区 1 1 路肩崩落 災害復旧工事

大島区 4 4 法面崩落等 災害復旧工事

牧区 15 22 法面崩落等 災害復旧工事

柿崎区 1 1 路肩崩落 災害復旧工事

吉川区 1 1 路肩崩落 測量設計

中郷区 2 4 路肩崩落等 測量設計、災害復旧工事

板倉区 8 12 法面崩落等 災害復旧工事

清里区 14 28 路肩崩落等 測量設計、災害復旧工事

名立区 15 21 ,法面崩壊等 測量設計、災害復旧工事

計 79 115

清里区 市道赤池上牧線 【路肩崩落】 名立区 市道桂空熊線 【法面崩壊】
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提  出  課 河川海岸砂防課

歳出科 目 (P152～ P153) 11款 2項 2日 河川災害復旧費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

河川災害復旧費 0 18,700 18,700

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

一般財源 18,700 工事請負費 18,700

【補正理由】

台風 19号により被災した普通河)||の迅速な復旧に向け、必要となる経費を増額したもの

(10月 23日 専決補正)

【目標】

被災した普通河)||の復旧工事を早期に発注し、す日も早い復旧を図る。

【補正内容】

【工事概要等】

災害の状況

区 分 補正前 補正額 補正後

工事請負費 0 18,700 18, 700

0 18, 700 18, 700

地  区 箇所数 被災状況 内 容

合併前上越市 5 護岸浸食、土砂堆積等 護岸復旧工事、土砂撤去等

柿崎区 8 護岸浸食、土砂堆積等 護岸復旧工事、土砂撤去等

頸城区 1 施設損傷 施設復旧工事

板倉区 8 護岸洗掘、土砂堆積等 護岸復旧工事、土砂撤去等

清里区 1 護岸浸食 護岸復旧工事

三和 区 3 護岸浸食 護岸復旧工事

名立区 1 土砂堆積 土砂撤去

計 27
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歳出科 目 (P152～ P153) 11款 2項 2目 河川災害復旧費

土日地内 【土砂堆積】 板倉区久々野地内 【護岸洗掘】
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 報告第 3号

提  出  課 生活排水対策課

歳出科 目 (P170～ P171) 3款 1項 1目 予備費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

予備費 5,000 3,750 8,750

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

一般財源 3,750 予備費 3,750

【補正理由】

`台風 19号による浸水災害を防止するため、予備費を充用して対応したことから、今後の

不測の事態に備え、予備費を増額したもの (10月 23日 専決補正)

【補正内容】

区  分 補正前 補正額 補正後 備  考

予備費 5,000 3,750 8,750
台風 19号対応に伴 う

充用相当額復元分

【実施内容】

雨水管理費 (充用先事業)

緊急排水業務委託料 (古川排水樋門ほか 3か所) 3,750千円
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 144号

提  出  課 生活排水対策課

上越市下水道事業の設置等に関する条例の制定について

1 制定理由

総務大臣か ら地方公共団体の長に対 し、下水道事業に公営企業会計を適用するよう

要請があつたことを受け、本市の下水道事業に地方公営企業法の一部を適用するため、

新たに条例を制定するとともに、関連す る条例の規定を整備する もの

2 規定内容

(1)下水道事業の設置 (第 1条関係 )

市民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与 し、あわせて公共用水域の水

質の保全に資するため、上魃市下水道事業 (以 下 「下水道事業」 とい う。)を設置

する。

(2)法 の財務規定等の適用 (第 2条 関係 )

地方公営企業法第 2条第 3項及び地方公営企業法施行令 (昭和 27年政令第 40
3号。以下 「法」 とい う。)第 1条第 2項の規定により、下水道事業に法第 2条第

2項に規定する財務規定等を適用する。

(3)経営の基本 (第 3条 関係 )

下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉 を増進するよ

うに運営 されなければならない。

14)事業区域等 (第 4条関係 )

ア 上越市公共下水道事業の処理区域面積等は、下水道法 (昭和 33年法律第 79
号)第 4条第 1項 の規定による事業計画に定める区域等 とする。

イ 農業集落排水事業の処理区域等は、別表のとお りとする。

ウ 浄化槽整備推進事業の処理地域は、浄化槽市町村整備推進事業実施要綱 (平成

6年 10月 20日 衛浄第 67号 )の定めるところにより環境大臣が認めた地域 と

す る。

(5)重要な資産の取得来び処分 (第 5条関係 )

法第 33条第 2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する

資産の取得及び処分は、予定価格 (適正な対価を得て売払い以外の方法による譲渡にあ

っては、その適正な見積価額)が 2, 000万円以上の不動産若 しくは動産の買入れ若

しくは譲渡 (不動産の信託の場合を除き、土地については、 1件 5, 000平方メー ト

ル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若 しくは譲渡と

する。

(6)議会の同意を要する賠償責任の免除 (第 6条関係 )

法第 34条において準用す る地方 自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 243条
の 2第 8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除につい

て議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係 る賠償額が 10万円

以上である場合 とする。

(7)議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与の受領等 (第 7条 関係 )

下水道事業の業務に関 し、法第 40条第 2項の規定により条例で定め`る ものは、

負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が 100万 円以上
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の もの及び法律上の義務 に属す る損害賠償 の額 の決定で 婆該決定に係 る金額が

100万 円以上のものとする。

18)会計事務の処理 (第 8条関係 )

法第 34条 の 2た だ し書の規定によ り下水道事業の出納その他 の会計事務の う

ち、次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

ア 公金の収納及び支払に関す る事務

イ 公金の保管に関する事務

19)業務状況説明書類の作成 (第 9条関係 )

ア 市長は、下水道事業に関 し、法第 40条の 2第 1項 の規定により毎事業年度 4

月 1日 か ら 9月 30日 までの業務の状況を説明する書類を lr月 30日 までに、

10月 1日 か ら3月 31日 までの業務の状況を説明する書類を 5月 31日 までに

作成 しなければならない。

イ アの業務の状況を説明する書類には、 側～ (州 を記載するとともに、 11月 30
日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、 5月 31日 までに

作成する書類においては同 日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針

を明らかに しなければならない。

開 事業の概況

材)経 理の状況

(" m及び MIの ほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要 と認

める事項

ウ 天災その他やむを得ない事故によリアに規定する期 日までにアの業務の状況を

説明する書類を作成することができなかつたときは、市長は、できる限 り速やか

にこれを作成 しなければならない。

位9 附則第 2項から附則第 5項までの規定による上越市特別会計条例ほか 3条例の一

部改正 (附則第 2項、附則第 3項、附則第 4項及び附則第 5項関係 )

上越市下水道事業の設置等に関す る条例の制定に伴い所要の規定を整備す る。

3 施行期 日

令和 2年 4月 1日

上越市下水道事業の設置等に関する条例新旧対照表

(1)附則第 2項の規定による上越市特別会計条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

(2)附則第 3項の規定による上越市農業集落排水条例の一部改正

(下線部分及び太枠部分が改正箇所 )

4

7

改  正  案 改  正  前

(設 置 )

第 1条 略

(1)及 び(動 略

(削 除 )

(削 除 )

13)介護保険特別会計

阻)地 球環境特別会計

(削 除 )

(設 置 )

第 1条 略

(1)及 び (動  略

(3)下水道事業特別会計

14)農業集落排水事業特別会計

□ 介護保険特別会計

(6)地球環境特別会計

(η 浄化槽整備推進事業特別会計



改  正  案 改  正  前

(排水処理施設の名称等 )

第 3条  排水処理施設の名称、処理場の位置

及び処理区域は、上越市下水道事業の設置

等に関す る条例 (令 和元年条例 号 )

第 4条第 2項 に定めるところによる。

(使 用料の額 )

第 7条  市長は、使用者か ら排水処理施設使

用料 (以 下 「使用料」 とい う。)を徴収す

るものとし、その額は、別表第 1に よ り算

出 した額 (当 該額に 1円 未満の端数がある

ときは、 当該 端数 を切 り捨てた額 )と す

る。

2 略

(準用 )

第 8条 排水設備の接続方法及び内径等、排

水設備の計画の確認、排水設備の工事の実

施、排水設備 の工事の検査、排水設備の新

設又は改築をす る場合の融資、公共ますの

設置、代表者 の選定、公共ますの保管、公

共ます及び取付管の変更、使用開始等の届

出、 し尿の水洗便所による排除、特定事業

場か らの汚水の排除の制限、施設保全のた

めの除害施設の設置、水質保全のための除

害施設の設置、除害施設の新設等の届出、

除害施設に係 る水質の狽1定 義務、除害施設

に係 る報告の徴収、使用料の徴収、汚水の

排除量の認定、排水処理施設の一時使用、

使用料の減免、区域外汚水の排除、資料の

提出並びに罰則については、下水道条例第

3条 (第 1号ただ し書及び第 3号の表を除

く。 )、 第 5条 、第 6条第 1項 、第 7条 か

ら第 20条 まで、第 21条 (第 1項 を除

く。 )、 第 23条 か ら第 27条 まで、第

38条 (第 10号 を除 く。 )、 第 39条及

び第 40条の規定を準用する。 この場合に

おいて必要な技術的読替えは、別表第 2の

とお りとする。

(排水処理施設の名称等 )

第 3条 排水処理施設の名称、処理場の位置

及び処理区域は、別表第 1

のとおりとする。

(使 用料の額 )

第 7条 市長は、使用者か ら排水処理施設使

用料 (以 下 「使用料」 とい う。)を徴収す

るものとし、その額は、別表第 2に より算

出 した額 (当 該額に 1円 未満の端数がある

ときは、 当該端数 を切 り捨 てた額 )と す

る。

2 略

(準用 )

第 8条 排水設備の接続方法及び内径等、排

水設備の計画の確認、排水設備 の工事の実

施、排水設備の工事の検査、排水設備 の新

設又は改築をす る場合の融資、公共ま すの

設置、代表者の選定、公共ますの保管、公

共ます及び取付管の変更、使用開始等の届

出、 し尿の水洗便所による排除、特定事業

場か らの汚水の排除の制限、施設保全のた

めの除害施設の設置、水質保全のための除

害施設の設置、除害施設の新設等の届出、

除害施設 に係 る水質の測定義務、除害施設

に係 る報告の徴収、使用料の徴収、汚水の

排除量の認定、排水処理施設の一時使用、

使用料の減免、区域外汚水の排除、資料の

提出並びに罰則については、下水道条例第

3条 (第 1号ただ し書及び第 3号の表を除

く。 )、 第 5条、第 6条第 1頂、第 7条か

ら第 20条 まで、第 21条 (第 1項 を除

くc)、 第 23条 か ら第 27条 まで、第

38条 (第 10号を除 く。 )、 第 39条及

び第 40条 の規定を準用す る。 この場合に

おいて必要な技術的読替えは、別表第 3の

とお りとする。

別表第 1(第 3条 関係 )

排 水処

理施設

の名称

処理区域

上越 市大字 下 四 ツ

屋 、 大 字 西 松 野

木、大宇長者町、

三郷地

区 農 業

処理場

の位置

上越 市

大字今
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改  正  前改  正  案

集 落 排

水 処 理

施 設

没L 722

番地

大字天野原新 田、

大学本長者原、大

字 今 池 、 大 学 藪

野 、 大 宇 辰 尾 新

田、大字東稲塚新

田及び大字下稲塚

の各一部

高 士 東

部地 区

上越 市

大宇飯

上越 市大字飯 田、

大字高津、大字妙

北諏 訪

地 区農

業集 落

排 水 処

理施 設

上越 市

大学東

中 島

1915番

地

上 越 市 大 字 上 千

原 、大学東 中島、

大学中真砂、大学

下 真 砂 、 大 学 川

端、大字飯塚、大

字下吉野、大字上

五貫野及び大字下

五貫野の各一部

津 有 南

部 地 区

農 業集

落排 水

処 理 施

設

上越 市

大宇 下

新  町

490番

地

上 越 市 大 宇 下 新

町、大字上新町、

大宇池、大宇下富

川 、大宇熊塚、大

宇上富川、大宇野

尻、大字稲、大字

下曽根、大字上 曽

根及び大宇稲谷 の

各一部

保 倉 東

部 地 区

農 業集

落排 水

処 理 施

設

上越 市

大字 下

吉  野

1149番

地6

上 越 市 大 字 上 名

柄 、大字青野、大

字上吉野、大字下

吉野、大字 田沢新

田、大字岡崎新 田

及び大宇福 岡新 田

の各一部

保 倉 西

部 地 区

農 業集

落 排 水

処 理 施

設

上越 市

大宇 下

名 柄

1535番

地

上 越 市 大 宇 下 吉

野 、 大 字 上 五 貫

野、大字下名柄 、

大宇上名柄、大字

長岡新 田、大宇小

泉、大字長岡、大

宇駒林、大字下百

々、大宇五野井及

び大字石川の各一

部

9



改  正  前改  正  案

津 有 中

部 地 区

農 業集

落 排 水

処 理 施

設

上越市

大字藤

塚 554

番地3

上越市大字吉岡、

大字東市野 口、大

字創、大字藤塚、

大字新保古新 田、

大字本新保、大宇

上雲寺、大宇野尻

及び大宇稲の各一

吉Б

高 士 西

部 四辻

地 区農

業 集 落

排 水 処

理 施 設

上越 市

三 和 区

野 6429

番地

上 越 市 大 字 高 和

町、大字元屋敷、

大学四辻町及び大

字餌の各一部

有 田地

区農 業

集 落 排

水 処 理

施設

上越 市

大字 三

ツ 橋

905番

地

上 越 市 大 宇 小 猿

屋、大字小猿屋新

田、大宇三 田、大

字三 田新 田、大宇

三 ツ橋新 田、大学

三 ツ橋、大宇横 曽

根 、田園、大字荒

屋及び大字虫川の

各一部

金 谷 和

田 西 部

地 区 農

業 集 落

排 水 処

理 施 設

上越市

大字稲

荷 141

番地 1

上越市大学黒 田、

大字朝 日、大字下

馬場、大字小滝、

大字上門前、大宇

地頭方及び大学稲

荷の各一部

和 田東

部 地 区

農 業 集

落 排 水

処 理 施

設

上越 市

大字 下

箱  井

531番

地

上 越 市 大 字 下 新

田 、 大 字 丸 山 新

田、大字五 ケ所新

田、大宇 下箱 井 、

大 字 島 田下新 田、

大 字 島 田、大 学 島

田上新 田、大 学木

島 、大宇 岡原 、大

字 中箱 井及 び 大宇

上箱井の各一部

農 業 集

落 排 水

処 理 施

設

田 1169

番 地 2

油、大宇森 田、大

宇十二 ノ木、大字

東 京 田 、 大 宇 大

日、大宇北方及び

大字南方の各一部

10



改  正  前改  正  案

上 越 市 大 宇 市 野

江、大宇桐原、大

宇本道 、大字下野

田、大字長面、大

字上野 田、大字上

池 部 、 大 学 下 池

部、大字四辻町、

大学南新保、大字

北新保 、大字杉野

袋、大字上真砂、

大字高森、大字諏

訪、大宇東原、大

宇北 田中、大字鶴

町、大宇米岡及び

米町の各一部

津 有 北

部 諏 訪

地 区農

業集 落

排 水 処

理 施 設

上越 市

大 字杉

野  袋

118番

ナ也5

須 川 地

区農 業

集 落 排

水 処 理

施設

上越市

安塚区

須 川

9525番

地

上越市安塚区須川

上越 市

安 塚 区

松 崎 2

682

番 地

上 越 市 安 塚 区 安

塚、上方、本郷、

石 橋 、 牧 野 、 板

尾、松崎、和 田、

大原及び芹田

安 塚 地

区農 業

集 落 排

水 処 理

施設

上越 市

牧 区宮

口 1259

番 地2

上越市牧 区宮 日、

山 口、 荒 井 、 落

田、柳 島、東松 ノ

木、小川、国川、

田島、下昆子、上

昆子、下湯谷、桜

滝、棚広、倉下及

び原の各一部

牧 中央

地 区農

業 集 落

排 水 処

理 施 設

初 田 地

区 農 業

集 落 排

水 処 理

施設

上越 市

柿 崎 区

角  取

381.番

封Ll

上越市柿崎 区上小

野、下小野、柳 ケ

崎、高寺、荻谷、

行法及び角取

蜘 ケ 池

地 区農

業 集 落

排 水 処

理 施 設

上越 市

大潟 区

蜘 ケ池

H44番

地

上越 市大潟 区蜘 ケ

池

11



改  正  前改  正  案

頸 城 西

部 処 理

区 農 業

上越 市

頸城 区

松橋

上越 市頸城 区 下千

原 、 五 十 嵐 、 島

田、榎井 の一部、

潟 田 地

区 農 業

集 落 排

水 処 理

施設

上 越 市

大 潟 区

潟  田

246 番

地

上越市大潟区潟田

東 在 地

区農 業

集 落 排

水 処 理

施設

上越 市

大潟 区

岩 野 古

新 綱

317番

地 2

上越市大潟 区岩野

古新 田、長崎及び

吉崎新田

潟 端 地

区 農 業

集 落 排

水 処 理

施設

上越 市

大潟 区

高橋 新

田48番

地 1

上越市大潟区山鵜

島新 田、里鵜 島新

田、米倉新 田、高

橋新 田及び和泉新

田並びに潟町五 区

の一部

内 雁 子

地 区 農

業 集 落

排 水 処

理 施 設

上越 市

大潟 区

内雁 子

335番

地

上越市大潟区内雁

子及び内雁子新田

頸城 中

部 処 理

区農 業

集 落 排

水 処 理

施設

上越 市

頸城 区

百間町

H8番
批L2

上越 市頸城 区百 間

町、諏訪 、千原 、

舟津 の一部 、北方

の一部 、青 野 、潟

口 、 宮 原 、 戸 口

野 、飯 田、東俣 、

下 中村 、柿 野 、川

袋 、 鵜 ノ 木 、 立

崎 、 石 神 、 塔 ケ

崎 、花 ケ崎 、並木

及び森本

上越 市

頸城 区

潟 1372

番地 2

上越 市頸城 区姥谷

内の一部 、仁 野分

の一部 、 日根 津 、

上増 田、 上池 田、

大 潟 の 一 部 、 手

島、 中増 田、下増

田及び潟

頸城 東

部 処 理

区農 業

集 落 排

水 処 理

施設
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改  正  案 改  正  前

集 落 排

水 処 理

施設

815 番

地

榎 下 、 松 橋 の 一

部、松橋新 田の一

部 、 下 中 島 の 一

部、手宮、舟津の

一部、森下、宮本

及び北方の一部

頸 城 北

部 処 理

区農 業

集 落排

水 処 理

施設

上越 市

頸 城 区

大谷 内

769番

引Ll

上 越 市 頸 城 区 中

城 、 姥 谷 内 の 一

部、片津、上泉、

大坂井、田中、西

湊 、 下 池 田 、 岡

田、中柳町、上柳

町、富田、柳町、

柳町新 田、寺田、

大谷内、下柳町、

仁野分の一部、天

ケ崎及び大潟の一

部

原 之 町

地  区

(大 乗

寺 処 理

区 )農
業 集 落

排 水 処

理 施 設

上越 市

吉川 区

原 之町

52番 地

4

上越市吉川 区原之

町の一部及び大乗

寺     :

原 之町

地  区

(原 之

町 処 理

区 )農
業 集 落

排 水 処

理 施 設

上越市

吉川 区

原 之町

2501番

地4

上越市吉川 区原之

町の一部、下町及

び片田

梶 地 区

農 業集

落 排 処

理 施 設

上越 市

吉川 区

梶 521

番地 1

上越 市吉川 区梶 、

大滝、坪 野 内、下

人幡、神 田町及 び

長沢

竹 直 地

区 農 業

集 落 排

水 処 理

施設

上越 市

吉川 区

杜 氏 の

郷 2番

地

上 越 市 吉 川 区 竹

直、長峰及び杜氏

の郷

13



改  正  前改  正  案

清 里 南

東 地 区

農 業 集

落排水

上越 市

清里 区

今 曽根

H18番

上越 市清里 区荒牧

の一部 、上深澤 、

上田島 、東福 島、

馬屋 、塩 曽根及び

上越 市

吉川 区

河  沢

1988番

地

上 越 市 吉 川 区 国

田 、 福 平 、 道 之

下、入河沢、東 田

中及び河沢

吉川 地

区農 業

集 落排

水 処 理

施設

旭 地 区

農 業 集

落 排 水

処 理 施

設

上越 市

吉川 区

町  田

2424ぞ降

地

上 越 市 吉 川 区 山

方 、 田尻 、 六 万

部、町田、西野島

及び原之町の一部

吉川 中

部 地 区

農 業集

落 排 水

処 理 施

設

上越 市

吉川 区

東 鳥越

678

番地

上越市吉川 区天林

寺、川崎、土尻、

泉

田

口

沢

町

谷、東鳥越、片

、 顕 法 寺 、 山

、十町歩、下深

、中谷内及び下

上越 市

吉川 区

代  石

1571番

地

上越市吉川 区代石

及び原之町の一部

並びに柿崎 区桜町

新 田

吉川 北

部 地 区

農 業 集

落 排 水

処 理 施

設

上越 市

中郷 区

福  田

1001番

地

上越 市 中郷 区岡沢

及び福 田

西 部 地

区農 業

集 落 排

水 処 理

施設

釜 塚 地

区農 業

集 落 排

水 処 理

施設

上越 市

板 倉 区

中之 宮

284番

地

上越市板倉区釜塚

岡 野 町

地 区 農

業 集 落

排 水 処

理施設

上越 市

清 里 区

上稲 塚

83番 地

上越 市清里 区岡野

町 、菅原 、岡嶺新

田 、 南 田 中 、 武

士 、 上 稲 塚 、 平

成 、弥生 、み らい

及び荒牧の一部
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改  正  案 改  正  前

処 理 施

設
引生1

今曽根

棚 田地

区農 業

集 落排

水 処 理

施設

上越 市

清 里 区

棚  田

1492番

地

上 越 市 清 里 区 梨

窪 、 鶯 澤 、 上 中

条、棚 田、水草、

北野及び梨平

東 戸 野

地 区農

業集 落

排 水 処

理施設

上越 市

清 里 区

東 戸 野

3049番

地 2

上 越 市 清 里 区 鈴

倉、寺脇及び束戸

野

岡 田地

区 農 業

集 落 排

水 処 理

施設

上越 市

三和 区

岡  田

717番

地

上 越 市 三 和 区 岡

田、所 山 田及 び 山

高津の一部

末 野 地

区 農 業

集 落 排

水 処 理

施設

上越 市

三和 区

末 野新

田 726

番地

上越市三和区山腰

新 田、末野及び末

野新田

川 浦 地

区農 業

集 落 排

水 処 理

施設

上越 市

三和 区

川  浦

1001番

地

上 越 市 三 和 区川

浦、中野、窪、法

.花 寺 、 水 科 、 水

吉、鴨井及び 田の

一部

本 郷 地

区 農 業

集 落 排

水 処 理

施設

上越 市

三和 区

下広 田

941番

地

上越市三和区錦、

柳 林 、 米 子 、 広

井、下広 田、上広

田、本郷、沖柳、

越柳及び島倉の一

部

島 倉 地

区 農 業

集 落 排

水 処 理

施設

上越 市

三和 区

島 倉

3605番

地 1

上越 市三和 区下 中

の 一 部 、 今 保 、

大 、三村新 田、井

ノ ロ、浮 島、島倉

の一部 、下 田島、

山高津 の一部 、払

沢 、 桑 曽 根 、 北

代 、下新保 、神 田

及 び塔 ノ輸

岡木 地 上越 市 上越市三和区番
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改  正  案 改  正  前

(削 除 )

別表第 1(第 7条関係)略
別表第 2(第 8条 関係) 略

区農 業

集 落排

水 処 理

施設

不日区

本

番

町 、 田の一部 、下

中の一 部 、稲原 、

野 、岡木 及び 日和

町

岡

０９４

地

備考 処理区域の欄に表示す る地域の名称

は、大字の名称 とす る。ただ し、潟端地

区農業集落排水処理施設の処理区域の欄

の うち潟町五区にあっては旧大潟町にお

別表第 2(第 7条 関係) 略

別表第 3(第 8条関係) 略

三 和 平

成 団 地

処 理 施

設

上越市

三 和 区

神 明町

1290番

地24

上越 市 三和 区神 明

町

下 名 立

浄 化 セ

ンター

上越 市

名 立 区

大  菅

1565番

地

上 越 市 名 立 区 谷

日、車路、身本畑、

田野上、九田、杉

野瀬、折居及び濁

沢

名 南 浄

化 セ ン

ター

上越 市

名 立 区

折  居

2687番

地

上越市名立区峠、

池 田、森、桂谷、

折戸、平谷、東蒲

生 田、小 田島、西

蒲生田、瀬戸及び

東飛山

13)附則第 4項 の規定による上越市浄化槽整備推進事業に係 る浄化槽の設置等に関す

る条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(定義 )

第 2条 略

(1)及 び(劾  略

(3)処 理地域  上越市下水道事業の設置等

に関する 例 (令 和元年上越市老系こイア|℃辛3

号)第 4条第 3項に定める

地域 をい う。

14)～ (6)略

略2

(定義 )

第 2条 略

(1)及 び(劾  略

13)処理地域 浄化槽市町村整備推進事業

実施要綱 (平成 6年 10月 20日 衛浄第

67号 )の 定 め る とこ /ぅ に よ り環 培 大 臣

が認 めた地域 をい う。

(4)～ (6)略

2 略
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14)附則第 5項の規定による上越市頸城区における生活排水施設整備基金条例の一部

改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(積立て )

第 2条 基金 として積み立てる額 は、下水道

事業会計予算  の定めるところによる。

(運用益金の処理 )

第 4条  基金の運用か ら生ず る収益は、下水

道事業会計予算      に計上 して、

この基金に編有す るものとする。

(削除 )

(委任 )

第 6条 略

(積 立て )

第 2条  基金 として積み立てる額は、下水道

事業特別会計予算の定めるところによる。

(運用益金の処理 )

第 4条  基金の運用か ら生ずる収益は、下水

道事業特別会計歳入歳出予算に計上 して、

この基金に編有す るもの とす る。

(繰替運用 )

第 6条 市長は、財政上必要があると認める

ときは、確実な繰戻 しの方法、期間及び利

率を定めて、基金に属す る現金を歳計現金

に繰 り替えて運用することができる。

(委任 )

第 7条 略
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 145号

提  出  課 生活排水対策課

1

2

上越市下水道条例の一部改正について

改正理 由

企業会計方式による収支算定及び上越市下水道事業経営戦略における将来収支見通 しに

基づき、下水道事業の経営に必要な収入を確保するため、使用料の額を改定するもの

改正内容

(1)下水道使用料の月額を次のとお り改定す る。 (第 22条関係 )

区 分 汚水の排除量 改定後 現  行

一般汚水

基本使用料 5♂ まで 1,576.30円 1,454.20円

超過使用料

(1♂ につき)

6ポ か ら 10ポまで 81.40円 73.70円

Hだ か ら 20だまで 195,80円 183.70円

21だか ら 30だまで 222.20円 214.50円

31♂か ら 100ポ まで 253.00円 249,70円

101♂ 以 上 313.50円 304.70円

公衆浴場汚水 1ポにつき 72.60円 72.60円

12)こ の条例の施行の 日前から継続 して公共下水道を使用 している者については、(1)

の改正は、同 日以後最初に汚水の排除量を認定する日以後の汚水の排除に係る下水

道使用料か ら適用することとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

令不日2年 4月 1日

4 上越市下水道条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(使用料の額 )

第 22条 略

一般

汚水 6ポ から

10∬ まで
81 40F]

汚 水 の 排

除量
月 額区  分

基 本 使

用料
5ポ まで 1,57630円

(使 用料 の額 )

第 22条 略

一般

汚水 6だ か ら

10ポ まで

区  分
汚水 の排

除量
月 額

基 本使

用料
5だ まで 1,454.20円

73.70円
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|エ

改  正  案 改  正  前

超過使

用 料

(1∬

イこ  つ

き)

2 略

11∬から

20だまで
195,80円

21だから

30ポまで
222.20円

31ポから

100だまで
253,00円

101∬以上 313.50円

公衆浴場汚水 1だにつき 72.60円

備考 略

超過使

用 料

(1∬

に つ

き)

2 略

11だから

20だまで
183,70円

21だから

30∬まで
214.50円

31だから

100ポ まで
249,70円

101ゴ以上 304.70円

公衆浴場汚水 1だにつき 72.60円

備考 略
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所 管 萎 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 146号

提  出  課 生活排水対策課

上越市農業集落排水条例の一部改正について

l 改正理由

企業会計方式による収支算定及び上越市下水道事業経営戦略における将来収支見通 しに

基づき、下水道事業の経営に必要な収入を確保するため、使用料の額を改定するもの

2 改正内容

(1)排水処理施設使用料の月額を次のとお り改定する。 (別 表第 2関係 )

区 分 汚水の排除量 改定後 現  行

基本使用料 5ゴ まで と,576.30円 1,454。 20円

超過使用料

(1だ につき)

6だから 10だ まで 81.40円 73.70円

11だか ら 20ポ まで 195.80円 183,70円

21だ か ら 30ぜまで 222.20円 214.50円

31だか ら 100だまで 253.00円 249.70円

101∬以上 313.50円 304.70円

121 この条例の施行の 日前か ら継続 して排水処理施設を使用 している者については、

但)の 改正は、同 日以後最初に汚水の排除量を認定す る日以後の汚水の排除に係 る排

水処理施設使用料から適用することとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

令和 2年 4月 1日

4 上越市農業集落排水条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表第 2(第 7条関係 )

超過使 用

料 (1∬
につき)

31ポか ら

100ボ まで
25300円

区  分 汚水 の排除量 月 額

基 本使 用

料
5♂ まで 1,576.30円

8140円
6ポか ら

10だ まで

11ポ か ら

20ポ まで
195.80円

21♂か ら

30ポ まで
222.20円

別表第 2(第 7条 関係 )

超 過 使 用

料 (1だ
につ き)

31ポか ら

100ポ まで

区  分 汚水の排除量 月 額

基 本 使 用

料
5ポ まで 1,454.20円

6ポ から

10ポ まで
73.70円

11ポか ら

20ポまで
183,70円

21ポか ら

30ポ まで
214.50円

249.70円
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改  正  案 改  正  前

備考 略

313,50円101♂ 以上

備考 略

101だ 以上 304.70円
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 147号

提  出  課 生活排水対策課

上越市浄化槽整備推進事業に係る浄化槽の設置等に関する条例
の一部改正について

1 改正理由

企業会計方式による収支算定及び上越市下水道事業経営戦略における将来収支見通 しに

基づき、下水道事業の経営に必要な収入を確保するため、使用料の額を改定するもの

2 改正内容

(1)浄化槽使用料の月額を次のとお り改定す る。 (別表第 2関係 )

浄化槽の規模 改定額 現  行

5人槽 3 993円 3,666円

6～ 7人槽 4 389円 4,190円

8～ 10人槽 5 478円 5 448円

11～ 50人槽 市長が定める額

121(1)の 改正は、令和 2年 4月 分の浄化槽使用料か ら適用 し、同年
｀
3月 分までの浄化

槽使用料については、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

令不日2年 4月 1日

上越市浄化槽整備推進事業に係 る浄化槽の設置等に関する条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

4

改  正  案 改  正  前

別表第 2(第 15条関係 )

浄化槽の規模 使用料の額

5人槽 3,993円

6～ 7人槽 4,389円

8～ 10人槽 5,478円

11～ 50人槽 市長が定める額

備考 略

別表第 2(第 15条関係 )

浄化槽の規模 使用料 の額

5人槽 3,666円

6～ 7人槽 4,190円

8～ 10人槽 5,448円

11～ 50人槽 市長が定める額

備考 略
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 187号

提  出  課 都市整備課

上越市都市公園条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

使用料の額及び利用料金の上限額を改定するもの

2 改正内容

(け 施設の使用料を次のように改定する。 (別表第 3、 別表第 4関係 )

施設名 区分
使用料 (1周 1回 )

改定後 現 行

交 通 公 園

ゴー カ ー

ト

個 人

1人
用

小 。中学生 110円 100円

一般 210円 200円

2人
用

小 。中学生 2人 210円 200円

幼 児 又 は小 。中学

生 1人 及 び 一 般 1

人

310円 300円

一般 2人 410円 400円

団体 市内の団体
上記料金の 80
パーセン トの額

上記料金の 80
パーセン トの額

施設名
使用料 (1時間につき)

改定後 現 行

やぶの川辺公園 多 目的広場 240円 200円
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(2)施設の利用料金の上限額を次のように改定する。 (別表第 5関係 )

(創  附属設備の利用料金の上限額を次のように改定する。 (別表第 5関係 )

1面 1

日寺間 に

つき

24

施設名
占用利用の上限額 (1時間につき)

改定後 現  行

高田公園

野球場 l 320円 1 200円

陸上競技場 900円 750円

庭球場 1面 につき 260円 1面 につき 250円

弓道場 600円 500円

スポーツ公園

多 目的運動広場 720円 600円

庭球場 1面 につき260円 1面につき 250円

野球場 480円 400円

柿 崎総合運動

公園

野球場 480円 400円

グラウン ド 310円 300円

人工芝グラウン ド 820円 800円

施設名 区分

共用利用の上限額 (1人 につき)

改定後 現 行

2時間

につき
1月 につき

2時間

につき
1月 につき

高 田公園

陸 上 競

技場

一 般 360円
1 440

円
300円

1 200
円

中 学 生

以下
180円 720円 150円 600円

弓道場

一 般 240円 960円 200円 800円

中学 生

以下
120円 480円 100円 400円

上限額
単位

改定後 現  行
設備名

310円 300円会議室

210円本部室 200円

110円 100円
審 判 室 及

び 審 判 更

衣室

260円8 200円3照明設備

210円 200円放送設備

ス コ ア ボ

ー ド

1時 間

につき

370円 360円

野球場

高 田公園

庭球場 照明設備 510円 500円



ス ポ ー ン

公園

庭球場

照明設備

1面 1

時 間 に

つき

510円 500円

温 水 シ ャ

ワー

1人 1

回 に つ

き

110円 100円

野球場 照明設備
1時 間

につき
3 060円 3 000円

柿 崎 総 合

運動公園

野球場

照明設備
1時 間

につき

3,060円 3,000円

グ ラ ウ

ンド
510円 500円

人 工 芝

グ ラ ウ

ン ド

2 450円 2,400円

腱)(1)か ら13)ま での改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同日前の

利用については、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市者Б市公園条例改正案新旧対照表

(下線部分及び太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表第 3(第 18条関係 )

交 通

公 園

ゴ ー

カ ー

ト 河ヽ 。中

学 生

2人

個

人

210円

小 学 校

2年 生

以 下 の

児 童 は 、

中 学 生

の 同 乗

が あ る

場 合 の

み 利 用

で きる。

２

人

用

備 考区 分

使用料

(1周

1回 )

施設

名

小 学 校

3年 生

以 上 の

者 と す

る。

河ヽ 。中

学生
HO円

１

人

用

一 般 210円

別表第 3(第 18条関係 )

交 通

公 園

コ 一`

カ ー

ト

個

人

/卜・中

学 生

2人

200円

小 学 校

2年 生

以 下 の

児童 は、

中 学 生

の 同 乗

が あ る

場 合 の

み 利 用

できる。

２

人

用

施 設

名
区 分

使用料

(1周

1回 )

備 考

月ヽ 。中

学生
100円

小 学 校

3年 生

以 上 の

者 と す

る。

１

人

用

一 般 200円
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改  正  案 改  正  前

310円

幼児 は、

3歳 以

上 の 者

とす る。

1人

児

は

中

生

人

び

般

幼

又

小

学

１

及

一

410円
一 般

2人

上記料

金  の

80 ハ
°―

セントの

額

幼児及

び ′lヽ ・

中学生

の数 が

20人以

上の も

ので引

率者 1

人以上

あるも

の

団

体

市 内 の 団

体

別表第 4(第 18条 関係 )

備考 略

別表第 5(第 38条関係 )

(1}施設利用料金

ドロヨl

田

公

園

1面 に
庭 球

場
つ   き

施設名

使用料 (1

時間につ

き)

やぶの川辺公園 多 目的広場 240円

共用利用 の上限額

(1人 につ き)

占用利

用 の上

限額 (1

日寺間に

つ き)

区

分

2時
間に

つ き

1月 に

つ き

施設名

野 球

場

1,320

円

一
般

360

円

1,440

円

180

円
720円

上

技

陸

競

場

900円
中

学

生

以

下

260円

別表第 4(第 18条関係 )

備考 略

別表第 5(第 33条関係 )

(1)施設利用料金

高

田

公

園

庭 球

場

1 面 に

きノ
っ

幼 児

又 |ま

小 。中

学 生

1人

及 び

一 般

1人

300円

幼児は、

3歳 以

上 の 者

とする。

一 般

2人
400円

団

体

市 内 の 国

体

上記料

金  の

80 ハ
°―

センの額

幼児及

び小 。

中学生

の数が

20人 以

上の も

ので引

率者 1

人以上

あるも

の

施設名

使用料 (1

時間につ

き)

やぶの川辺公 園 多 目的広場 200

共用利用 の上限額

(1人 につき)

施設名

占用利

用の上

限額 (1

日寺間イこ

つき)

区

分

2日寺

間に

つ き

1月 に

つ き

野 球

場

1,200

円

一
般

300

円

1,200

円

上

技

陸

競

場

750円
中

学

生

以

下

150

円
600円

250円
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改  正  案 改  正  前

ス

ポ

一

ツ

公

園

温 水 シ ャ

ワー

(21 附属設備利用料金

庭 球

場

弓 道

場
600円

一
般

４０

円

０
と

960円

中

学

生

以

下

２０

円
480円

ス
ポ

一
ツ

公

園

目

運

広

多

的

動

場

720円

庭 球

場

に

き
面
　
岬

１

っ

２６

野 球

場
480円

柿

崎

総

合

運

動

公

園

野 球

場
480円

ラ

ン

グ

ウ

ド

310円

エ

グ

ウ

ド

人

芝

ラ

ン

820円

単位 上限額設備名

310円会議室

210円本部室

審 判 室及

び審判 更

衣室

■0円

3,260

円
照明設備

放送設備 210円

370円

野 球

場

ス コア ボ

ー ド

1時
間 に

つき

510円

高

田

公

園

庭 球

場
照明設備

1面
1時
間 に

つ き

1面
1時
間 に

つ き

510円照明設備

110円
1 人

1回

一
般

200

円
800円

弓 道

場

中

学

生

以

下

100

円
400円

ス

ポ

一

ツ

公

園

温 水 シ ャ

ワー

(劾 附属設備利用料金

500円

ス
ポ

一
ツ

公

園

庭

場

球
1面 に

つ  き

250円

多

的

動

場

目

運

広
600円

野

場

球
400円

柿

崎

総

合

運

動

公

園

野

場

球
400円

グ

ウ

ド

ラ

ン 300円

人

芝

ラ

ン

エ

グ

ウ

ド

800円

庭 球

場

設備名 単位 上限額

会議室 300円

本部室 200円

審 判 室及

び審 判 更

衣室

100円

照明設備
3,200

円

放送設備 200円

野 球

場

ス コ ア ボ

ー ド

1時
間 に

つき

360円

高

田

公

園

庭 球

場
照明設備

面

時

に

き

１
　
１
　
間
一　
つ

500円

照明設備

1面
1時
間 に

つき

500円

100円
1人

1回
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改  正  案 改  正  前

に つ

き

備考 略

1時
間 に

つき

3,060

円

野 球

場
照明設備

3,060

円

野 球

場

510円 .

ラ

　
ン

グ

ク

ド 照明設備

1時
間 に

つき

2,450

円

柿

崎

総

合

運

動

公

園

人 工

芝 グ

ラ ウ

ン ド

に つ

き

備考 略

野 球

場
照明設備

1時
間 に

つき

3,000

円

野 球

場

3,000

円

グ ラ

ウ ン

ド

500円

柿

崎

総

合

運

動

公

園

人 工

芝 グ

ラ ウ

ン ド

照明設備

1時
間 に

つき

2,400

円
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 188号

提  出  課 道路課

上越市安塚克雪管理センター条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

利用料金の上限額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設の利用料金の上限額を次のように改定す る。 (別表関係 )

施設名
上限額 (1時間につき)

改定後 現  行

集会室 400円 370円

共同作業室 170円 160円

121(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例によることとす る。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布 の 日

4 上越市安塚克雪管理センター条例改正案新 旧対照表

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 15条関係 )

備考 略

施設名 上限額 (1時間につき)

集会室 400

共同作業室 170円

別表 (第 15条関係 )

備考 略

施設名 上限額 (1時間につき)

集会室 370円

共同作業室 160

29



所管委員会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 235号 、第 236号

提  出 課 道路課

市 道 廃 止・市 道 認 定 路 線 図

廃 止 路線 の道 路

認 定 路線 の道 路

路線

番号
路 線 名

延長

(m)
廃 止 理 由 ページ

C47 戸野 目古新 田線 282.1
国道 253号上越三和道路整備 事業に関連

す る廃止
31

合計 1路線 282.1

路線
番号

路 線 名
幅員 (m) 延 長

(m)
路面状況 認 定理 由 ページ

車 道 道ユ各敷き

E625 石橋団地 1号線
6.5～

13。 7

6.5～

13,7
61,7 アスファルト

民間開発 に伴 う新設

路線
32

F530 上橋団地 3号線
6.5～

11.6

6.5～

11.6
221,5 アスファルト

民間開発 に伴 う新設

路線
33

合計 2路線 283.2
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凡 例

持 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ● 廃止路線

信

公
武
連

r,

O

目古新田大字戸

手
蔀

大字寺

Ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｆ

Ｉ

ｒ

ｔ

ｉ
ｒ

ｌ

ｌ
一

C47 戸野 目古新 田線

路線番号

廃 止 路 線

路 線 名
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認定路線

凡 例

聡

者橋

！

ラ

¨

輸

郵

認 定 路 線

路線番号 路 線 名

大字二交

E625 石橋団地 1号線

大字八幡

彎

資つCコ

い
翌

　

“

I

県

道

上

越

脇

野

田

新

井

線

般

デ
え

ヽ
・
．
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凡 例

認定路線

/

４
　

、

五
'

卜
‥
ヽ

一オ

ヽ
ト

等土橋
一，
片

，
Ｐ

，
持

ょ
字

‘
大

奪
、

路繰番号

認 定 路 線

路 線 名

土橋団地3号線F530

ヽ
帝

く

/

◆

主 要地方 安塚柏崎線

栄

一
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 134号

提  出  課 道路課

歳出科 目 (P32～ P33) 8款 2項 6目 除雪費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

除雪費 2,729,491 △ 71,731 2,657,760

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

国庫支出金

市債

一般財源

△ 314,402

12,000

230,671

備品購入費   △71,731

【補正理由】

社会資本整備総合交付金の交付決定を受け、財源を組み替えるとともに、当初計画した

除雪機械 8台分の購入費が確定したことにより事業費を減額するもの

【補正内容】

区 分 補正前 補正額 補正後

備品購入費 205,369 △ 71,731 133,638

205,369 △ 71,731 133,638
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提  出  課 都市整備課

歳出科 目 (P34～ P35) 8款 5項 3日 公園費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

者L市公園整備事業 133,588 △ 2,050 131,538

主 な 補 正 財 源 主 ,な  経  費

国庫支出金

市債

一般財源

△ 810

△ 1,100

△ 140

工事請負費 △ 2,050

【補正理由】

社会資本整備総合交付金の交付決定を受け、財源を組み替えるとともに、事業費を減額

するもの

【補正内容】

区 分 補正前 補正額 補正後

工事請負費 123,177 △ 2,050 121,127

29,219 △ 1,600 27,619

10,908 △ 450 10,458

※当初予算で予定している工事は、入札差企や実績が当初の見込みを下回ることから残

額により実施できる。
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